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                      地域福祉計画策定委員会資料 

野洲市社会福祉協議会 

 

第 3期野洲市地域福祉計画 に向けての社会福祉協議会の考え方について 

 

 次期の計画策定については、市・社会福祉協議会相互の役割を整理し、市の地

域福祉計画と社会福祉協議会の地域福祉活動計画を一体化で策定することとし、

市との協働により現在まで準備を進めてきました。 

行政や地域住民をはじめ、自治会や福祉団体、福祉施設等の地域福祉の推進に

関わる様々な担い手の役割を明確にし、実効性のある計画策定に取り組みます。 

 また、野洲市社会福祉協議会においては、一定の方針をもとに事業展開するこ

とを目的として策定した「第 1次中長期経営計画」を策定し、令和元年度から 5

年間の計画を進めています。 

 

地域福祉計画による市と社協の役割のイメージ 

 【市の役割】  地域福祉計画を推進するための「理念」「しくみ」 

 【社協の役割】 地域福祉計画を推進するための「行動計画」 

 

（社会福祉協議会における、第 1次・2次地域福祉活動計画について） 

第 1次地域福祉活動計画（平成 22年 4月～平成 27年 3月）、第 2次地域福祉活

動計画を策定するにあたり、社会福祉協議会の職員が中心となって、社会福祉協

議会の事業や活動から生じている問題を地域福祉の問題と捉えて、計画を策定

してきました。計画を策定するなかで、地域福祉を進める計画ではありますが、

社会福祉協議会として長期計画の要素が大きく、野洲市の地域福祉を進めてい

く上で、地域住民と一緒に作り上げていくことや、市の地域福祉計画における社

会福祉協議会の役割分担が明確でなかったことから、第 3 期地域福祉計画を市

と社協において一体化で作成することで作業を進めてきました。 

【次期地域福祉計画における検討事項】 

○野洲市地域福祉計画におけるＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の

今後の位置づけ【現在 1 名⇒中学校区ごとに配置⇒小学校区ごとに配置】 

○民生委員児童委員へのＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の関わり 

 

ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）：支援を必要としている人に対し、地域住

民組織と各関係機関による専門職を結びつけて課題解決に向けた取組を行い、更に

それらの調整を通じて新たな地域資源開発などを支援する専門職。 

 

 

資料５ 



第３期野洲市地域福祉計画　基本目標 野洲市社会福祉協議会第２次地域福祉計画の第３期野洲市地域福祉計画への体系移行

（3個⇒4個）と重点課題12個⇒重点的な取組9個 第２次地域福祉活動計画の体系（基本目標４個、重点的な取り組み９個）

・安心して住み続けられるまちづくりをすすめます

災害ボランティア育成

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

大規模災害に備え、平常時から関係機関との連携

・学区・自治会単位での地域福祉活動を支援します
地域と連携し、要援護者への仕組みづくり

見守り活動の推進

・子ども達の福祉のこころを育てます 子どもたちへの福祉教育

・地域の活動の担い手となる人材を育てます 地域の担い手づくり

・ボランティアの育成・活動の充実を図ります
ボランティア育成・役割づくり

お互い様の地域づくり

重点取組① 断らない相談支援体制づくり 目標４　相談支援体制の強化 ・生活のしづらさを抱える方々への支援をすすめます

支援を必要とする人の把握

支援を必要とする人の困りの把握

関係機関との連携

重点取組② 必要な福祉サービスを届ける ・潜在化しているケースへの対応をすすめます
関係機関との連携

見守り活動の推進

重点取組③ 市民の権利を守る ・要支援者に対する関係機関との連携に努めます 支援を必要とする人の把握

重点取組① 保健・医療・福祉等との連携
関係機関との連携

身近な相談機関としての活動

重点取組②
市民・自治会・事業者・行政等の連携・協

働

地域の担い手づくり担い手づくり

見守り活動の推進

支援を必要とする困りごとの把握

重点取組① 各分野別計画との連携・推進

重点取組② 本計画の評価・点検

・相談・情報提供体制の充実を図ります

目標３　暮らし安心のネットワーク

～地域福祉を育てる支援活動～

基本目標Ⅳ：計画の実践的な運用

目標2　小地域での地域福祉活動の推進

目標１　地域福祉を担う人づくりの推進
地域の中の生きがい（役割）づくり

（相互に認め合う関係づくり）

目標４　相談支援体制の強化

重点取組②

基本目標Ⅱ：地域生活を支える仕組みづくり

～安心して相談できる体制～

基本目標Ⅲ：地域と連携した福祉活動の推進

新

基本目標Ⅰ：ともにささえ合う地域づくり

～地域福祉活動への市民参加～

重点取組① 安全で安心して暮らせる地域づくり


